
�高齢者福祉
問 高齢福祉課

高齢者福祉電話等貸与事業
　ひとり暮らしなどで、安否の確認や急病など不測の事
態に備えるため、高齢者に緊急通報装置を貸与します。
対象者
市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らしの人な
どで、安否の確認を行う必要があると認められる人
費用負担
利用者には、月額1,350円（税抜き）の自己負担金が発生し
ます。ただし、市民税非課税世帯または生活保護世帯に属
する人は、自己負担金の全額を免除します。

訪問理美容サービス事業
　老衰・心身の障害などにより、理髪店や美容院に出向く
のが困難な在宅の高齢者に対し、理美容師が訪問し、理美
容サービスを行い高齢者の保健衛生の増進を図るととも
に経済的負担の軽減を図る制度です。
サービスの内容 頭髪のカットなど
対象者
◦�市内に居住するおおむね65歳以上の単身者世帯または
高齢者のみの世帯

◦市民税が非課税の世帯
◦�心身の障害などの理由により、一般の理美容サービス
を利用することが困難な人

介護用品（紙おむつなど）給付事業
在宅生活している寝たきり高齢者などに対し、紙おむつ

などを支給し、家庭の経済的な負担を軽減する制度です。
カタログの中から商品・数量を選び、選んだ商品が偶数月
に自宅へ配達されます。給付数量には上限があります。
対象者 下記の3点すべてに該当する人
◦�市内に居住する在宅の高齢者など（入所・入院中は利用
できません）
◦�介護保険の認定が「要介護3以上」
◦�市民税が非課税の世帯

高齢者補聴器購入費用補助制度
耳が聞こえにくくなり、日常生活の不便を感じている住

民税非課税世帯の高齢者の補聴器購入費用を助成します。
※�助成金交付決定前に購入した補聴器は助成対象外です。
※�申請前に必ず高齢福祉課に相談してください。
対象者 下記の7点すべてに該当する人
◦�市内在住で65歳以上の人
◦�「両耳の聴力が50デシベル以上70デシベル未満」また
は「一側耳の聴力レベルが30デシベル以上かつ他側耳
の聴力が70デシベル以上の人」
◦�聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない人
◦�指定する耳鼻咽喉科の診断を受け、補聴器の必要性を
認める証明を受けることができる人
◦�住民税非課税世帯である人
◦�市税などを滞納していない人
◦�過去5年以内にこの助成を受けていない人
助成金額 補聴器購入費用の2分の1
（上限20,000円、1,000円未満の端数は切り捨て）

長寿お祝い
　88歳の人を対象に長寿のお祝い会を開催しています。
また、100歳の人に市長などが自宅や施設を訪問し、お祝
い状などを贈呈します。

福祉
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�地域福祉
問 高齢福祉課

�社会福祉
問 �社会福祉課

生活保護
病気・高齢・障害などの理由で、自分の力および扶養義務
者の援助などによっても生活を営むことのできない人に
対して、国の責任において、最低限度の生活を保障すると
ともにその自立を助長することを目的とする制度です。民
生・児童委員または社会福祉課へ相談してください。

民生・児童委員
民生・児童委員は社会奉仕の精神をもって自主的に社会
福祉の増進に努めるもので、その職務は福祉向上および公
的社会福祉施策への協力など広範囲にわたっています。
　市内では、厚生労働大臣から委嘱された146名の民生・
児童委員が生活に困っている人、児童、お年寄りなどのこ
とで問題を抱えている人の良き相談相手として地域で活
躍しています。

　急速に進む高齢化社会のなかで、就職は望まないが働
く機会を得たい、何らかの収入を得たいという健康で働
く意欲のある高齢者が増えています。
　シルバー人材センターでは、このような高齢者の願い
に応えるために、市内に住む60歳以上の働く意欲と意志
をもった高齢者が臨時的・短期的な就業を通じて、生きが
いの充実や社会参加の輪を広げ、活力ある地域社会づく
りをめざしています。

浴場利用料金
◦大人（市内在住の人）……200円
◦大人（市外在住の人）……400円
◦子ども（市内在住の人）…100円（12歳以下）
◦子ども（市外在住の人）…200円（12歳以下）

◦�障子、襖、網戸の張り替え
◦�筆耕（あて名書き、表彰状、感謝状書き）
◦�軽作業（除草、草刈り、公園や街路清掃）
◦�技能（簡単な大工仕事、修理、植木剪定）
◦�その他可能な手伝い

�依頼できる仕事内容

シルバー人材センター 桜井市豊田311-2

☎42-1204

　文化教養と活動およびコミュニケーションづくりの場
として、健康づくりや生きがいづくりの支援をしていま
す。館内には教養娯楽室・大広間・研修室・講座室などがあ
り、クラブ活動やグループの親睦、生涯学習、各種オリエ
ンテーションに活用できます。また、浴場も併設していま
す。
営業日 �水曜日～日曜日�

9：00～17：00（年末年始を除く）
浴場利用時間 �10：00～16：00

総合福祉センター（竜吟荘） 桜井市倉橋1166

☎43-1658
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介護タクシー
●居宅介護支援事業
●訪問介護サービス
●各種移送サービス

T E L
FAX

：0744-46-1511
：0744-35-4091

指定事業者番号：2970600330
桜井市東新堂220

有限会社タカダ
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�障害者福祉

身体障害者手帳

問 �社会福祉課

　身体に障害のある人が、制度上の各種の援助を利用す
るときに必要な手帳です。
　この手帳は、視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく
機能・肢体・心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小
腸・免疫機能などに障害のある人に交付され、その程度に
よって各級に区分されます。
　申請は、指定医師の診断書など必要書類を社会福祉課
へ提出してください。

療育手帳
　知的障害のある人が、制度上の各種の援護を受けると
き、療育手帳が必要です。この手帳は、児童相談所または
知的障害者更生相談所で知的障害と判定された人に交付
されます。
　申請は、指定の用紙を社会福祉課へ提出してください。

精神障害者保健福祉手帳
　精神に疾患のある人が、制度上の各種の援助を利用す
るために必要な手帳です。
　申請は、指定の用紙を社会福祉課へ提出してください。

紙おむつなどの支給
　在宅でねたきりで、かつ、常時失禁状態にある障害者
（児）に紙おむつおよびおむつカバーを支給します。ただ
し、所得制限があります。

補装具の交付・修理
　身体障害者（児）の職業や日常生活を容易にするため、
車いす、杖（1本杖以外）、補聴器、眼鏡などの補装具の交
付・修理を受けることができます。ただし、経費の一部が
自己負担となる場合があります。

日常生活用具の給付・貸与
　在宅重度の障害者（児）の日常生活の便宜を図るため特
殊寝台、入浴補助具などの用具を給付または貸与します。
ただし、原則費用の1割が自己負担となります。

訪問入浴サービス事業
　在宅でねたきりの重度障害者（児）に対し、訪問入浴車
を派遣し、自宅で入浴サービスを行います。
利用回数 �週2回　　費用負担 �1回につき400円

福祉タクシー料金助成事業
　視覚・下肢・体幹・移動・内部の機能の障害程度が1・2級
の人および療育手帳Aの手帳所持者の人が福祉タクシー
を利用した場合、基本料金相当額を助成します。社会福祉
課でチケットを交付します。

障害者相談支援事業
問 �桜井市社会福祉協議会

　障害者からの相談に応じ情報提供・助言を行うととも
に、障害福祉サービスの利用に関してその支援をします。
　現在は、桜井市社会福祉協議会相談支援事業所「ここ
ろ」に事業を委託しています。

介護給付・訓練等給付
　障害のある人が地域で自立した生活を送ることができ
るよう支援を受けることができます。ホームヘルプサー
ビス、ショートステイ、生活介護などの介護給付と自立訓
練や就労に向けた訓練等給付があり、利用希望者は社会
福祉課に申請し、本人の障害程度区分に応じたサービス
を受けることになります。
　ただし、原則費用の1割が自己負担となる場合があるほ
か、施設利用の場合は食費・光熱水費も自己負担となりま
す。
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Ҭ生活支援事業
　地域や利用者の実情に応じて桜井市が中心になって行
う事業です。
　移動支援事業、日中一時支援事業などがあり、利用希望
者は、社会福祉課に申請し、事業所とܖ約をしてサービス
を受けることになります。
　ただし、原則費用の1割が自己負担となります。

自立支援医療の給付・助成
（更生医療・通Ӄ医療）
身体障害者の障害を軽減するための医療費（更生医療）

の給付および精神疾患による通院医療費の助成が受けら
れます。ただし、原則、医療費の1割が自己負担になります。

特別障害者手当
　重度の重複障害により日常生活において常時介護を必
要とする在宅の20歳以上の人は、特別障害者手当が支給
されます。ただし、所得制限があります。

精神障害者医療費助成制度
　精神障害者保健福祉手帳（1・2級）所持者を対象に、健康
保険証を使って病院に支払った医療費の一部を助成しま
す。所得制限があります。
（加入している健康保険から高額療養費などの給付を受
けた場合は助成金との重複分を差し引くか、返還してい
ただくことになります。）

障害児福祉手当
　重度の障害により日常生活において常時介護を必要と
する在宅の20歳未満の人は、障害児福祉手当が支給され
ます。ただし、所得制限があります。

精神障害者医療費助成制度（精神通Ӄ医療）
　精神障害者保健福祉手帳（1・2級）を持っていない人が、
自立支援医療（精神通院医療）を利用し病院に支払った医
療費のうち月500円を差し引いた額を助成します。所得制
限があります。ただし、社会保険各法の「本人」以外の人が
対象です。

障害者扶養ࡁڞ制度
　障害者の保護者が加入し、加入者が死亡などの場合に、
。された障害者（児）に終身の年金を支給する制度です
対象 ◦身体障害者手帳1～3級、および療育手帳を所持

　している人。�
◦�前記障害と同程度の精神または身体に永続的な
障害のある人を扶養する65歳未満の人。

重度心身障害者医療費助成
問 �保険医療課

　53ページを確認してください。

ͦのଞ障害者の֤種助成など
ࣗಈंվඅͷॿ ˠ社会福祉課
ࣗಈंӡస໔ڐऔಘඅͷॿ ˠ社会福祉課
ࣗಈं੫ͳͲͷ੫ͷݮ໔ ˠ税務課・桜井県税事務所
+3ͳͲͷӡͷׂҾ ˠ+3各駅窓口
ӡͷׂҾۭߤࠃ ˠ航ۭ会社窓口

/),์ૹड৴ྉͷݮ໔ ˠ社会福祉課、
　NHKの窓口（問合せ）

༗ྉಓ࿏௨ߦྉͷׂҾ ˠ社会福祉課
ຊྉͷׂҾجଳిܞ ˠ各機種取扱店
ख௨༁ͳͲۀࣄݣ ˠ社会福祉課
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